
令和３年５月１４日 

 

保 護 者 の 皆 様 へ 

大 阪 市 教 育 委 員 会 

大阪市立玉出小学校 

校 長  山 岡  良 知 

 

５月耳鼻科検診の実施について 
 

保護者の皆様におかれましては、平素より本市の教育活動にご理解ご協力をいただきありがとうご

ざいます。 

さて、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が続き、現在、令和3年5月31日（月曜日）までを

実施期間として「緊急事態宣言」が発出されており、令和3年5月10日付け「今後の学校園におけ

る対応について」でお知らせしましたとおり、教育活動を行っております。 

定期健康診断については、学校教育活動を行う上で、児童生徒の健康状態を把握し、必要な措置を

講じるという重要な役割を果たしていることから、早期に実施することが求められています。 

つきましては、上記の趣旨を踏まえ、定期健康診断については、次のとおり登下校の時間を変更し、

徹底した感染症防止対策を講じながら行ってまいりたいと考えておりますので、ご理解・ご協力をい

ただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 

記 

 

 

○耳鼻科検診の実施について 

  令和３年５月１８日（火）は１・２・５年生が、５月２５日（火）は３・４・６年生が、耳鼻

科検診を実施いたします。 

 

・ 給食終了後、１３時３０分から検診を開始します。 

・ 検診のない学年は、いつも通り給食終了後に下校します。 

・ 検診のある学年は、検診終了後、１４時２０分（５時間目終了時刻）に下校いたします。 

・ 下校後（５・６時間目）は、通常通りの家庭学習の時間になります。 

 

 

 

 

 

 

（問い合わせ先） 

大阪市立玉出小学校             06－6659－2000 

 

 


